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議
員
松
原
仁
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提
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ア
フ
タ
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コ
ロ
ナ
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時
代
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見
据
え
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統
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機
構
に
関
す
る
質
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に
対
し
、
別
紙
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弁
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送

付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
時
代
を
見
据
え
た
統
治
機
構
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
つ
い
て
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
等
に
基
づ
き
、
感
染
拡
大
の
防
止
と
社

会
経
済
活
動
の
両
立
に
向
け
て
、
地
方
公
共
団
体
等
と
連
携
し
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
基

本
方
針
二
〇
二
〇
」
（
令
和
二
年
七
月
十
七
日
閣
議
決
定
）
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
〇
」
（
令
和

二
年
七
月
十
七
日
閣
議
決
定
）
等
に
基
づ
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
都
市
部
を
中
心
に
拡
大
し
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
都
市
部
へ
の
人
口
集
中
・
過
密
に
伴
い
感
染
が
拡
大
す
る
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
観
点
か
ら
も
、
東
京
圏
へ
の
一
極
集
中

の
是
正
の
一
層
の
推
進
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
法
律
で
規
定
す
る
道
州
制
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
道
州
制
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
行
政
の
効
率
化
な
ど
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
の

一
つ
で
あ
り
、
国
と
地
方
の
在
り
方
を
根
底
か
ら
見
直
す
大
き
な
改
革
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
検
討



 

２ 

 

に
当
た
っ
て
は
、
地
方
の
意
見
や
国
会
に
お
け
る
議
論
等
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
丁
寧
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
て

い
る
。 


